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(府県別) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）自然海岸：海岸（汀線）が人工によって改変されないで自然の状態を保持している海岸。 

  半自然海岸：道路、護岸、消波ブロック等の人工構造物が存在しているが、潮間帯にお 

いては自然の状態を保持している海岸。 

  人工海岸：港湾・埋立・浚渫・干拓等により人工的につくられた海岸。 

  河口部：河川法（河川法適用外の河川も準用）による「河川区域」の最下流端。 

出典：「自然環境情報図」（環境省） 

図 1－10（１） 瀬戸内海の海岸線の状況（府県別、第５回調査） 

 

(湾・灘別) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）1.湾・灘の区分は自然環境保全基礎調査に準ずる。 

  2.自然海岸：海岸（汀線）が人工によって改変されないで自然の状態を保持している海岸。 

   半自然海岸：道路、護岸、消波ブロック等の人工構造物が存在しているが、潮間帯にお 

いては自然の状態を保持している海岸。 

    人工海岸：港湾・埋立・浚渫・干拓等により人工的につくられた海岸。 

    河口部：河川法（河川法適用外の河川も準用）による「河川区域」の最下流端。 

出典：「自然環境情報図」（環境省） 

図 1－10（2） 瀬戸内海の海岸線の状況（湾・灘別、第５回調査） 




